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 計計計画画画策策策定定定ののの背背背景景景                        

 

１ 世界の動き 
○国際婦人年と国連婦人の十年 

第2次世界大戦の反省にたって創設された国際連合は、主要課題の一つとして人権擁護に取り組み、

昭和21年には男女平等の実現に向けて「婦人の地位委員会」が設置されました。そして、昭和23年

にはすべての人間の尊厳と平等をうたった「世界人権宣言」が、昭和42年には女性に対するあらゆる

形態の差別を撤廃し、実質的な男女平等を実現するための「婦人に対する差別撤廃宣言」が採択さ

れました。 

その後、男性中心につくられた社会の制度や価値を見直そうと、女性たちの解放運動が高まり、女性

の地位向上を目指した世界的規模の行動を促進するために、昭和50年を「国際婦人年」と定め、同

年メキシコシティーで開催された「国際婦人年世界会議」において、女性の地位向上を目指すための

各国のガイドラインとなる「世界行動計画」が採択されました。 

さらに、同年の国連総会では、昭和51年から昭和60年までを「国連婦人の十年」とし、そのテーマ

を「平等・発展・平和」とすることが宣言されました。 

 

○女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約 

昭和54年の国連総会において、「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約(女子差別

撤廃条約)」が採択され、昭和55年にコペンハーゲンで開催された「国連婦人の十年中間年世界会議」

で署名式が行われました。 

この条約は、実質的な男女平等を実現するために、法律・制度の見直しや改正を迫り、文化・慣習

などの修正や廃止を含む措置をとるよう要求しており、これによって各国において男女平等に向けての具

体的諸施策が一層推進されることとなりました。 

 

○婦人の地位向上のためのナイロビ将来戦略 

昭和60年には、ナイロビで「国連婦人の十年最終年世界会議」が開催され、この10年間の成果を

評価するとともに、残された課題を解決するための西暦2000年に向けてのガイドラインとなる「婦人の地

位向上のためのナイロビ将来戦略(ナイロビ将来戦略)」が採択されました。 

 

○北京宣言と行動綱領 

平成7年には、ナイロビ将来戦略を見直し、西暦2000年に向けた優先行動計画をたてるために、「平等・

開発・平和への行動」をテーマに第4回世界女性会議が北京で開催され、「北京宣言」と「行動綱領」

が採択されました。「行動綱領」は、貧困、教育、健康など12の重要分野について「女性のエンパワ

ーメント(力をつけること)」を図ることを目的としていますが、なかでも女性の権利を人権として再認識し、

女性に対する暴力を独立の問題として扱ったことが注目されます。 

 

○女性２０００年会議と政治宣言・成果文書 

平成12年には、「21世紀に向けての男女平等・開発・平和」をテーマに、国連特別総会「女性

2000年会議」がニューヨークの国連本部で開催され、北京宣言と行動綱領の実施状況の検討・評価や、 
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それらの完全実施に向けた今後の戦略について協議が行われました。そして、女子差別撤廃条約の完

全批准など行動綱領の完全実施に向けた「政治宣言」と「北京宣言及び行動綱領実施のための更な

る行動とイニシアティブ(いわゆる「成果文書」)が採択されました。 

 

 

２ 日本の動き 
○国内行動計画の策定 

我が国では、女性に関する総合的施策推進のため「国際婦人年」である昭和50年に、内閣総理

大臣を本部長とする「婦人問題企画推進本部」が設置され、昭和52年には「世界行動計画」を受

けて、向こう10年間の女性行政関連施策の方向を明らかにした「国内行動計画」が策定されました。 

 

○女子差別撤廃条約批准 

昭和55年の「国連婦人の十年中間年世界会議」において、我が国も「女性差別撤廃条約」に署

名し、その後、昭和59年に国籍法、戸籍法の改正が、昭和60年に男女雇用機会均等法の制定が行

われるなど、男女平等に関する法律・制度面の整備が進められ、昭和60年に条約を批准しました。 

 

○新国内行動計画 

昭和62年には、ナイロビ将来戦略を受けて、男女共同参加型社会の形成を目指した「西暦2000年

に向けての新国内行動計画」が策定され、平成3年には、第1次改定が行われました。この改定では、「共

同参加」を企画の段階からの関与が必要であるとして「共同参画」に改め、「男女共同参画型社会｣

の形成を目指すことになりました。また、この年に、1歳未満の子どもを養育するために男女労働者が休

業する権利を保障する「育児休業法」が制定されました。 

なお、育児休業法は平成7年に大幅に改正され、「育児・介護休業法」が成立し、育児休業に加え

介護休業も労働者の権利として認められることになりました。 

 

○男女共同参画２０００年プラン 

平成6年には、内閣総理大臣を本部長に全閣僚を構成員とする「男女共同参画推進本部」と、総

理府に「男女共同参画室」が設けられ、推進体制の充実が図られるとともに、内閣総理大臣の諮問機

関として「男女共同参画審議会」が設置されました。 

また、平成8年には、前年に北京で開催された世界女性会議で採択された行動綱領と、男女共同参

画審議会から答申された「男女共同参画ビジョン」を受けて、男女共同参画社会の形成の促進に関す

る新たな行動計画「男女共同参画2000年プラン」が策定されました。 

 

○男女共同参画社会基本法と男女共同参画基本計画 

平成11年には、男女共同参画社会の実現を21世紀の我が国社会を決定する最重要課題と位置付け

た「男女共同参画社会基本法」が制定され、平成12年には、基本法に基づき、男女共同参画の促

進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、「男女共同参画基本計画」が策定されました｡ 

また、平成13年の中央省庁等改革に伴い、新たに設置された内閣府に、重要政策に関する会議とし

て「男女共同参画会議」が、併せて内部部局として「男女共同参画局」が設置され、推進体制が

一段と強化されています。 
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３ 宮崎県の動き 
○宮崎県婦人関係行政連絡会議と青少年婦人課設置 

本県においては、昭和53年に女性行政に関する施策についての連絡調整と総合的な企画・推進を

図るために、副知事を会長とする「宮崎県婦人関係行政連絡会議」(平成2年「宮崎県女性行政関

係連絡会議」に、平成12年「宮崎県男女共同参画推進会議」に改称)を設置しました。そして、昭

和54年には、女性に関する施策の総合的な窓口として青少年婦人課(平成3年「女性青少年課」に

改称)を設置し、女性施策についての本格的な取組を始めました。 

 

○宮崎県婦人問題懇話会設置 

昭和55年には、女性に関する問題や施策について民間有識者から意見を聴き、県の女性行政に反

映していくため、「宮崎県婦人問題懇話会」(平成2年「女性の未来を考える懇話会」に、平成11年

「男女共同参画推進懇話会」に改称)を設置しました。 

 

○行動計画の策定 

昭和56年に、第三次宮崎県総合長期計画に「婦人対策の推進」を加え、翌昭和57年には「婦人

に関する施策の方向－婦人行動計画－」を策定し、本県の女性施策の基本的方向を明らかにしました｡ 

その後、昭和62年には、この計画を見直し発展させた「男女共同社会を築くための宮崎女性プラン｣

を策定し、また、「男女共同社会づくりの推進」を重要課題として掲げた第四次宮崎県総合長期計画に

基づいて、平成4年に「女と男ですすめるサンサンひむかプラン」を策定しました。 

さらに、第四次宮崎県総合長期計画の改訂に併せて平成9年に「ひむか女性プラン」を策定し、総

合的な施策の展開を図ってきました。 

 

○推進体制の強化 

女性問題に関する県民の意識の高揚を図り、女性の自主的な交流活動を促進するため、平成3年に「み

やざき女性交流活動センター」を設置して啓発事業等を実施してきましたが、平成13年9月に、本県に

おける男女共同参画社会づくりの活動拠点として「宮崎県男女共同参画センター」を設置し、相談事

業を開始するなどの事業拡大を行いました。 

平成11年には、男女共同参画社会の形成の促進に係る施策の総合調整に関する事務を掌理する職

制として「女性政策監」(平成13年に「男女共同参画監」に改称)を設置し、また、平成13年には、

宮崎県男女共同参画推進会議の幹事課を全庁的に拡大するなど、推進体制の強化を図ってきました。 

 



17.9 16.0 15.1 15.0 15.0 14.8 14.2

64.7 63.3 62.4 61.0 58.1 56.1 55.5

17.4 20.7 22.5 24.0 26.8 29.1 30.3

H7 12 17 22 27 32 37

100 

0 

20 

40 

60 

80 

(％) 

(年) 

65歳以上 

15～64歳 

0～14歳 

資 料：Ｈ12までは、総務省｢国勢調査｣ 
     Ｈ17以降は、国立社会保障・ 
     人口問題研究所推計（平成７ 
     年国勢調査による平成９年５ 
     月推計） 

９ 

Ｗ Ｈ Ａ Ｔ ？ 

合計特殊出生率 
 
出生数(人) 

資 料：厚生労働省｢人口動態統計｣ 

2.15 2.11 
1.93 1.90

1.68 1.70
1.6217,007 

18,142 
16,991 

15,262

12,107 11,693 11,037

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

S45 50 55 60 H2 7 12 (年)

(人）

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

４ 社会経済環境の変化 
   １.少子・高齢化の進行 

● 平成12年の本県の合計特殊出生率は1.62と、過去最低を記録した前年の1.56をわずかに上回り

ましたが、現在の人口を維持するために必要と言われている2.08を大きく下回る低下傾向が続いています｡

少子化の要因としては、晩婚化や未婚率の上昇が挙げられますが、これには根強い性別役割分担意

識や仕事優先の雇用環境下での家庭と仕事との両立に対する負担感も影響していると考えられます。 

 
「合計特殊出生率」 

 
１５歳から４９歳までの女子の年齢別出生率を合計したもので、1人

の女子が仮にその年次の年齢別出生率で一生の間に生むとしたとき

の子ども数に相当する。 

 

● 本県の高齢化は全国平均より速いペースで進んでおり、平成12年の国勢調査では65歳以上の人口

割合（高齢化率）が20.7％となり、県民の5人に1人が高齢者という「超高齢社会」に入りました｡

国立社会保障・人口問題研究所の推計によると、今後も本県の高齢化率は伸び続け、平成37年には

30％台に達する見込みとなっており、高齢期の男女が共に自立し、充実した生活を送ることができるよう

支援するとともに、地域社会の活力を維持していくことが求められています。 

 

出生数と合計特殊出生率の推移(宮崎県) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年齢3区分別人口割合の推移及び将来推計(宮崎県) 
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   ２．家族形態の多様化 

● 昭和55年以降の世帯類型別構成割合をみると、「単独世帯」は上昇し、「三世代世帯」(夫婦､

子どもと親から成る世帯）は低下、「核家族世帯」(夫婦のみ、夫婦と子ども、ひとり親と子どもから成

る世帯)はほぼ横ばいとなっています。また、「核家族世帯」の中で、「夫婦のみ世帯」は上昇、「夫

婦と子どもから成る世帯」は低下、「ひとり親と子どもから成る世帯」がわずかに上昇しており、世帯規

模の縮小と家族形態の多様化が進んでいます。 

 

    一般世帯における世帯類型別構成割合の推移(宮崎県） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    一般世帯及び１世帯当たり人員の推移(宮崎県) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ３.価値観の変化とライフスタイルの多様化 

● 生活水準の向上や自由時間の増加、交通通信網の発達などに伴って、人々の価値観は、「物の豊かさ｣

を優先する傾向から、ゆとりやうるおいといった「心の豊かさ」も重視する傾向に変化してきています。 

 

● 平均初婚年齢の推移をみると、妻、夫とも上昇傾向にあり、昭和50年には、妻24.3歳、夫26.3歳で

あったのが、平成12年には、妻26.4歳、夫27.9歳となっています。また、未婚率は男女とも昭和60年ま

では低下傾向で推移していましたが、それ以降は上昇してきており、結婚にこだわらない生き方を選択す

る人が増えています。 
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資 料：厚生労働省「人口動態統計」
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   ４．就業構造の変化 

● 本県の女性の就業率は年々高まってきており、平成12年の就業者数は255千人と、就業者全体の45.1

％を占めるまでになりました。 

しかしながら、女性の年齢階級別労働力率をみると、出産・子育て期の30歳代前半が谷となるＭ字型

カーブを示しており、固定的な性別役割分担意識のもとで、この年代の多くの女性が、育児等の家族的な

責任を中心的に担っている状況が伺えます。 

今後、少子・高齢化に伴う労働力不足により、女性の労働力に対する期待がますます高まる中で、就

業を希望する女性が、仕事と家庭の両立を図ることができる環境整備が求められています。 

 

● インターネットなどに代表されるＩＴ（情報通信技術）の飛躍的な発達により、在宅ワーク、テレワーク

やＳＯＨＯなど、就業形態の多様化が進むと考えられています。これらの、距離や時間的制約にとらわれ

ない就業機会の拡大は、仕事と育児・介護の両立の面で男女共同参画を促進するものと期待されます。 

 

 

「在宅ワーク」 

情報通信機器を活用して在宅形態で自営的に行われる働き方のうち、

請負的にサービスの提供を行うもの等をいう。 

 

「テレワーク」 
情報通信を活用した遠隔型の就労形態。テレワークの形態としては、

本社から離れた近郊の事務所に出勤して仕事をする「サテライトオ

フィス勤務」、自宅に居ながら仕事をする「在宅勤務」、携帯情報

端末を利用して移動先でも仕事する「モバイルワーク」などがある。 

 

「ＳＯＨＯ」 
Small Office Home Office。企業に属さない個人起業家や自

営業者などが情報通信ネットワークや情報通信機器を活用し、自宅

や小規模な事務所で仕事をする独立自営型の就労形態。 
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男女別､年齢階級別労働力率(宮崎県､平成12年)
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   ５．国際化・情報化の進展 
 

● 本県から海外への出国者数は年々増加し、平成8年以降に若干減少したものの、平成12年には66,702

人となり、再び増加に転じました。また、平成12年12月末現在の本県の外国人登録者数は、3,094人で

増加傾向にあります。 

 

● 平成13年3月現在で、県内の12市町村が世界各国と姉妹・友好都市の提携を行っており、県内学校や

民間団体の姉妹・友好提携も進んでいます。また、青年海外協力隊への派遣は、昭和40年に発足以来､

本県から57か国へ257名(平成13年3月末現在)となっており、国際交流や国際協力の活動も盛んになって

きています。 

 

● ＩＴ（情報通信技術）の飛躍的な 

発展と普及により、時間的・空間的 

距離は大きく縮小され、社会活動の 

高速化、広域化、多様化をもたらし 

ています。また、従来からの多様な 

活字情報やテレビ、ラジオなどの情 

報量も増大し続けており、そうしたメ 

ディアによってもたらされる情報が社 

会に与える影響はさらに拡大するもの 

と予想されます。 
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